
○松田町古民家の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、松田町古民家の設置及び管理に関する条例（平成３０年松田

町条例第２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

(休館日)

第2条 松田町古民家（以下「古民家」という。）は無休とする。ただし、町長が

必要と認めるときは、休館にすることができる。

(利用時間)

第3条 古民家の１泊の利用時間は、利用開始日の正午から利用開始日翌日の正午

までの範囲内とする。

2 古民家の休憩の利用時間は、利用開始日の午前９時から午後９時までの範囲内

とする。

3 前２項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項に規定する利用

時間を変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第４条の規定により、古民家の利用の許可を受けようとする者は、あ

らかじめ利用許可申請書（第１号様式）を町長に提出し、その利用の許可を受け

なければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合

は、この限りでない。

2 町長は、条例第４条の許可をしたときは、利用許可書（第２号様式）を交付す

るものとする。

(減免)

第5条 条例第９条若しくは条例第１３条第４項の規定による減額又は免除は、次

の各号に掲げる者が利用する場合において、該当する手帳の提示等により、条例

第８条に規定する使用料の額又は条例第１３条第２項に規定する利用料金の額の

５０％以内の範囲で減額する。ただし、その他町長が特に減額又は免除する必要

があると認める場合については、別に定めるところにより、条例第８条に規定す

る使用料の額若しくは条例第１３条第２項に規定する利用料金の額を減額又は免

除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１９

第１項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児

童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害と判定された者に対して

支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをい

う。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第

４５条第２項の規定により精神障 害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前３号に該当する者に現に付き添って介護をしている者（該当する者１人

につき、付き添って介護をしている者が２人以上いる場合は、１人に限る。）

(料金)

(平成30年10月11日規則第15号)
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第6条 古民家の管理を条例第１２条に規定する指定管理者が行う場合において、

古民家内の実食及び直売その他サービスの料金の額は、材料費等実費その他を勘

案した額とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(遵守事項)

第7条 古民家を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外の目的に施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく動物又は危険な物品等を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 騒音、怒声等を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 町長の指示に従うこと。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復

し、町長の点検を受けなければならない。

(指定管理者の管理に係る読替え)

第9条 古民家の管理を条例第１２条に規定する指定管理者が行う場合において

は、第２条、第３条第３項、第４条、第７条第５号及び第８条中「町長」とある

のは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成３１年３月１日から施行する。

第１号様式(第４条関係) 
[別紙参照]

第２号様式(第４条関係) 
[別紙参照]
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